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グラフ 5��1　府川村田方反取米の推移

グラフ 5��2　府川村畑方反取永の推移
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のきざしがみえる．反取米額に大きな変化がないとすれば，

これは田方の復旧が進んでいることを示すものであろう．そ

れを前提として，1770年に田方反取米額が一斉に上昇して

いると考えられるのである（28）．ただし，（c）群の虫沢村では

反取米額の上昇そのものがみられない．適用されない村もあ

ったのである．そして第 6に，1794（寛政 6）年の定免制導

入後に，反取米が上昇したことが改めて確認できるいっぽう，

その後，この反取額が変化しないことも確認できる．とはいえ，

全てに変化がないかというとそういうわけでもなく，虫沢村で

は新下々畑の反取米額が減少する場合があった．新下々畑

だけに生産が安定しないのであろう．また，府川村では，

1804（文化元）に上田が 7斗から7斗 2升と，若干ながら上

昇した例がみられる．

次に畑方反取永についてまとめると，第 1に注目されるの

は，どの村も藩領復帰以前の1745（延享 2）年に設定され

た反取永額が復帰後もそのまま変わらず引き継がれていくこ

とである．そして第 2に，1807（文化 4）年に反取永額が各

村で一斉に上昇することが確認できるのであった．しかしな

がら，各村の等級ごとにみていくと，弘西寺村では上畑のみ

が上昇しており，他の等級の畑方年貢永には変化がない．ま

た，どの村でも下々畑の畑方年貢永額には変化がない．そう

した中，第 3に屋敷地については，（b）（c）群の計 4か村は

全期を通じてほぼ一定しており，その年の状況によって減額

されていることが確認できるのに対し，（a）群の 3か村は，噴

火後にいったんゼロになって以降は，段階的に屋敷地の年貢

永額が上昇している．また，虫沢村の屋敷地にかかる年貢永

は減少することなく，1反あたり150文で一定している．

いずれにしても，米作地帯である（a）群の 3か村とは，（c）

畑作地帯および（b）中間地帯の計 4か村とは回復の状況が

異なるようである．そこで，表 4によって数量的に検証して

みることにしよう．表4には，田方と畑方の等級（位
くらいつけ

付）ごと

に，噴火前の反取額が最高になった年とその数値，定免制が

表 4　各村田畑反取米永分析表

金井島村 宮台村 岡野村

年代 承応３
（1654）

寛政６
（1794）

文化４
（1807）

寛文４
（1664）

寛政６
（1794）

文化４
（1807）

承応３
（1654）

享和元
（1801）

文化４
（1807）

上田 1石12 0 石91 0石91 1石01 0 石85 0石85 1石10 0 石90 0石90

中田 1石04 0 石83 0石83 0石85 0 石77 0石77 1石00 0 石80 0石80

下田 0石90 0 石75 0石75 0石75 0 石70 0石70 0石87 0 石72 0石72

下々田 0石62 0 石61 0石61 0石34 0 石49 0石49 0石61 0 石55 0石55

年代 元禄 13
（1700）

寛政６
（1794）

文化４
（1807）

寛文４
（1664）

寛政６
（1794）

文化４
（1807）

承応３
（1654）

享和元
（1801）

文化４
（1807）

上畑 167文 84文 162文 155文 64文 149文 177文 42文 157文

中畑 137文 70文 132文 115文 48文 109文 152文 20文 127文

下畑 92文 56文 87文 65文 32文 59文 127文 24文 82文

下々畑 52文 48文 48文

屋敷 200文 175文 200文 200文 150文 200文 200文 150文 200文

雨坪村 弘西寺村 虫沢村 府川村

年代 元禄 13
（1700）

寛政６
（1794）

文化４
（1807）

承応３
（1654）

寛政７
（1795）

文化５
（1808）

元禄 16
（1703）

寛政７
（1795）

文化４
（1807）

元禄２
（1689）

寛政７
（1795）

文化４
（1807）

上田 0石69 0 石78 0石78 0 石78 0 石78 0 石78 0石73 0 石70 0 石72

中田 0石59 0 石69 0石69 0石80 0 石69 0石69 0石60 0 石55 0石55 0 石63 0 石63 0 石63

下田 0石50 0 石60 0石60 0石65 0 石60 0石60 0石52 0 石47 0石47 0 石56 0 石56 0 石56

下々田 0石41 0 石50 0石50 0石42 0 石50 0石50 0石37 0 石32 0石32 0石39 0 石43 0 石43

年代 貞享元
（1684）

寛政６
（1794）

文化４
（1807）

寛文４
（1664）

寛政７
（1795）

文化５
（1808）

承応３
（1654）

寛政７
（1795）

文化４
（1807）

元禄２
（1689）

寛政７
（1795）

文化４
（1807）

上畑 135文 84文 124文 105文 84文 94文 90文 42文 74文 90文 70文 79文

中畑 100文 70文 89文 80文 70文 70文 75文 32文 59文 60文 56文 56文

下畑 75文 56文 64文 55文 56文 56文 60文 24文 44文 35文 42文 42文

下々畑 25文 42文 42文 25文 42文 42文 30文 16文 16文 20文 28文 28文

屋敷 200文 200文 200文 200文 200文 200文 150文 150文 150文 200文 200文 200文
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施行された1794（寛政 6）年の数値，および畑方の反取永

額が増額された1807（文化 4）年の数値を取り上げた（29）．

ただし，1794年と1807年については，年貢割付状が残って

いない場合は，その後でもっとも近い年代の数値をとった．

また，表 4ではもっとも数値が高いものを赤文字で示し，

1794年から1807年にかけて数値が上昇したものは青文字で

示した．

まず（a）群の村々では，富士山噴火以前の田方反取米で

もっとも数値が高いのは，金井島村と岡野村が 1654（承応

3）年，宮台村が 1664（寛文 4）年で，これは全期を通じて

も最大値である．また，定免制が導入される1794（寛政 6）

年が噴火後の最高値で，これ以降反取米額には一切変更は

ない．ただし，宮台村の下々田は，1794年の方が 1664年よ

り高くなっている．そこで，噴火以前の最高値と噴火後の最

高値を比較すると，だいたい 80％台から 90％後半となって

おり，相応に回復していることが知れよう．

畑方反取永については，各村とも噴火以前が最高値であ

ることにかわりはないが，1794（寛政 6）年の反取永額はか

なり低く抑えられている．屋敷地を除いては，藩領復帰直前

の1745（延享 2）年の水準がそのまま続き，1807（文化 4）

年に一気に上昇することは前述したとおりである．それだけ

1807年の反取永の上昇は大きく，全体の収納量も噴火以前

の数値にかなり近似するところまで回復しているのである．

全体的にみれば，（a）群の米作地帯各村がほぼ同様の動向

を示すのに対して，（b）の中間地帯，（c）の畑作地帯は村ごと

にかなり違った状況をみせているようである．より詳細に反

取米からみてみよう．（b）雨坪村では，噴火以前の最高値を

示す1700（元禄 13）年よりも1794（寛政 6）年の方が 1斗

程度反取米額が高く，その値が幕末まで続く．同じく（b）弘

西寺村では，噴火前の1654（承応 3）年の値が最も高いが，

上田については1795（寛政 7）年も1反当り7斗 8升と数値

的には変わらない．また，下々田については，逆に1795年以

降の方が高くなっている．もちろん，噴火後には反取米額も

下がり，段階的に上昇していくのであるが，その差は必ずし

も大きくないようである．次に（c）虫沢村については，（a）の

金井島村や岡野村と同様に噴火前，年代的には1703（元禄

16）年の数値がもっとも高くなっている．とはいえ，虫沢村は

山間村落であるので，そもそもの反取米の設定が低く，上田

が設定されていない．また，府川村は（c）群の中でも台地上

の村で，表 4でみる限り，噴火前に最高値を示す 1689（元

禄 2）年と1795（寛政 7）年以降で，中田と下田の値は同じ

である．また，下々田は 1795年以降の方が高く，上田は

1689年と1795年では 3升だけ少ないものの，1807（文化

4）年には 2升上がって 7斗 2升となり，1689年との差はわ

ずか1升だけとなっている．こうしてみてくると，虫沢村と府

川村が藩領復帰後の田方収納米量が増えているのは，やは

り田方の面積が増加しているものと考えられるのである．

次に反取永については，（b）群の 2か村も（c）群の 2か村

も傾向としては，（a）群の 3か村と同様である．噴火後にいっ

たん減少するが，その後，順次上昇し，藩領復帰直前の

1745（延享 2）年以降は横ばいとなり，1807（文化 4）に上

昇する．とくに（b）雨坪村は，（a）群の村と近似している．噴

火前の1684（貞享元）年が全般を通じて最高値を示し，噴

火後の減少から漸次上昇して，1745年からほぼ横ばいとなり，

1807年に大きく上昇する．ただし，下々畑については，1745

年の方が 1684年より大きい．これは同じ（b）の弘西寺村で

も同様であるが，ただ，1808（文化 5）年に上昇したのは上

畑だけで，中畑と下畑には変化がない．これと全く同じ傾向

を示すのが（c）群の府川村である．府川村では上畑の反取

永のみが 1808年に上昇している．同じ（c）群の虫沢村は，

噴火以前の1654（承応 3）年が上畑・中畑・下畑・下々畑

のいずれも全体を通じて最高値を示しており，これも噴火後

の減少から漸次上昇して，1745年以降は横ばいとなって，

1807年に上畑・中畑・下畑の反取永が大幅に上昇するもの

の，下々畑には変化がない．そして前述したとおり，（b）群

（c）群の 4か村の屋敷地は基本的に変化がない．（b）（c）群

の描く折れ線が小刻みながら上下動を繰り返すのは，生産が

安定しないためであろうが，それはこうした反取米永の設定

にも影響していると考えられるのである．

6．まとめと課題

年貢割付状を分析するといえば，領主による年貢収奪強

化の証左や，藩政改革の前提など，副次的な検討材料とさ

れることが多いように思われる．しかしながら，年貢割付状

を通時的に分析していくと，それ自体が統一的・継続的なデ

ータであるだけに，何よりもその変遷の意味そのものを検討

する必要があろう．本稿は，年貢割付状のデータとして分析

することにより，大災害からの回復状況を推し量るとともに，
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藩の対策・政策の変化について通時的に検討しようというも

のであった．そこで，対象となる村落を（a）足柄平野に位置

する米作地帯 3か村－金井島村・宮台村・岡野村，（b）田方

と畑方の割合が拮抗するような中間地帯 2か村－弘西寺村・

雨坪村，（c）台地上の村や山間村落などの畑方地帯－虫沢

村・府川村の 3つに分け，田方・畑方の収納量を折れ線グ

ラフとして全体の変遷を検討すること，画期となる時期の数

値を比較検討すること，さらに田方・畑方それぞれの反取米

永の変遷を検討することで，これらの課題について一つ一つ

明らかにした．

まず（a）群の 3か村は，酒匂川流域の足柄平野に位置し，

もっとも生産力の高い地帯であったが，それだけに富士山噴

火による砂降がもたらす二次被害としての洪水の被害を直接

受けた地域でもあった．田方年貢米・畑方年貢永とも噴火後

は10年ほど収穫ゼロになるほどであり，その後は，段階的に

回復をみせるものの，噴火以前の収納額までにはとどかなか

った．それでもその生産力の高さゆえ，藩当局にとっては，

やはりもっとも重要な地域であったといえよう．

（b）群の中間地帯は，噴火後に収穫がゼロとなっても単年

度であり，年貢収納量も順次，回復には向かう．ただし，年

によって上下動があって，小刻みに上下動を繰り返しながら，

文政期（1818～ 10）には，ほぼ噴火直前近くまで回復する．

上下動を繰り返すだけに，生産が安定しないといえるであろ

う．

（c）群の畑方村落は，もともとの生産力が低いだけに，とく

に山間村落は噴火後の収穫ゼロの期間が長引くようである．

ただし，近世後期から幕末期にかけては，噴火以前よりも田

方年貢米・畑方年貢永とも大幅に上昇しており，（a）群とは

別に生産力の増強を図ったことが確認できる．本稿では，用

排水路の整備や畑成田の開発などがこれを後押ししたと推

測している．

年貢米永の収穫量および反取額の変遷からも，（a）（b）（c）

3分類の村落は，それぞれに類似した傾向を示すことは，あ

る意味当然のことであろう．ここではその特徴を摘出したわ

けであるが，最後に明らかになったことをまとめておこう．

①田方年貢米については，収納量の変遷からも田方反取額

からも前稿で提示した 5つの時期に関する考察を補強で

きる反面．若干の変更が必要であろう．ここでは，小田原

は藩領に復帰した1747（延享 4）年以降について検討し

てみれば，復帰直後には各村で年貢米の上昇がみられるが，

その後，宝暦期（1751～ 64）以降は，反取米が下降する

村と変化がない村があるものの，全体的な年貢米収納量

は低く抑えられ，さらに一定期間横ばいの状態が続く．

②こうした中，1770（明和 7）年の年貢米増徴については改

めて確認することができたが，それは基本的に反取米額の

上昇によるものであった．ただし，増徴そのものはそれ以

前から始まっており，反取米の上昇以上に年貢米収納量

が増えているとしたら，それは田方の復旧が進みつつある

状況を示すのではないかとした．その上で，1770年に反

取米額が一斉に引き上げられたのである．

③噴火前の年貢米永については，万治検地以後に増加する

こともあって，だいたい寛文期（1661～ 73）を中心とした

17世紀後半にピークを迎えるようである．

④富士山噴火後に上知され，幕領となった時期には，酒匂川

流域の（a）米作地帯がもっとも大きな被害を受け，米の十

分な作付ができない状況が続き，その分，畑方として仕付

けられたとされているが，それは近世を通じて特筆できる

ほど突出した収納量であった．また，（b）の中間村落でも，

（a）ほどではないが，畑方作付が大きかったことが明らか

になった．

⑤幕領となった時期には，収穫が始まった時期から有毛検見

制が採用されたが，それは田方だけであり，畑方は従来通

り反取の畝引検見制であった．また，府川村のように，田

方であっても有毛検見制が採用されていない村もあった．

⑥④と⑤の結果からみれば，これらの村々にとって，有毛検

見制の採用は必ずしも収奪強化策といったものではなく，

畑方年貢永の収納量からすれば，この当時は畝引検見で

あった方がより大きな収納を求めることができたのではな

いかと考えられる．その意味でもこの時期の，さらにこの

地域の有毛検見制については再考を要するのではないか

と考えるが，この点については，さらに検討が必要であろう．

⑦ 1794（寛政 6）年の増徴定免制導入以後，府川村の上田

のような例外を除いて，田方年貢米の反取額は一定で変

化しない．定免制は10年ごとに切り替えとなるが，切り替

えに際しても増額にはならず，1794年の反取額が維持さ

れ続けたということである．

⑧したがって，1794年以降にみられる年貢米永収納量の上

下動は，耕地の復旧や造成，あるいは天候，災害による損
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害によるものといえよう．文政期（1818～ 30）の前半に田

方年貢米がピークになるというのは，そうした条件がもっ

とも整った時期であったといえる．

⑨畑方年貢永は，1770（明和 7）年，1794（寛政 6）年の増

徴の影響を直接受けない．とくに畑方の反取永については，

小田原藩領に復帰する直前の1745（延享 2）年の水準が

そのまま維持され続けている．

⑩ 1807（文化 4）年の畑方年貢永の収納量が増額となるの

は，⑨で述べたように，1745年以降変わらなかった反取

永を増額したことによるものであった．ただし，すべての

村ですべての等級（位付）が一律に増額となったわけでは

なかった．とくに下々畑については，いずれの村でも増額

されていない．

⑪屋敷地については，（b）（c）群の村々では，年によって減額

されることはあっても，噴火直後から幕末まで噴火前の反

取額を基本的に維持している．屋敷地の年貢永が減少す

るのは（a）群の村落のみであり，これらの村々では段階的

に噴火前の基準まで回復している．

このようにみてくると，田方については，1794（寛政 6）年

の増徴定免制の導入によって，また，畑方については，1807

（文化 4）年の反取額の増額によって，小田原藩による年貢

回復政策は頭打ちになったといえよう．とするならば，その

後の小田原藩政，藩財政については，年貢増徴策以外の方

策を考える必要が生じたと考えられる．1794年当時の藩主

であった大久保忠顕が，1796（寛政 8）年に16歳の忠真に

家督を譲ったのは，そうした意図があってのことであろう．忠

真は襲封後，文化・文政・天保（1804～ 30）にいたる改革

を主導していくことになる（30）．忠真の改革は，年貢収納の限

界という問題を前提にして考えていかなければならないとい

うことである．

今一つ，1794年以降，田方反取額が一定で変わらないと

したら，その後の収穫量の変遷は，前述したように，耕地の

復旧や造成あるいは天候，災害の影響を直接，反映している

ことになる．したがってこれらのデータは，近世後期の天候

を考えていく一つの手がかりになるのではないか．これにつ

いてはまた，別稿を準備したいと考えている（31）．

注
（1） 拙稿「元禄大地震と宝永富士山噴火　その１─相模国小

田原藩の年貢データから─」東海大学文明研究所『文明』
第 19号（2014年）

（2） 注（1）拙稿では，1755（宝暦５）年から５つの画期と
したが，本稿では，それぞれ５つの時期とした．これは
上知された村々が返還された 1747（延享 4）年の翌年，
1748（寛延元）年からの年貢収納データを検討するため
と，年貢回復の「画期」を明確にするためである．

（3） 開成町金井島　瀬戸家文書（神奈川県立公文書館寄託）
（4） 開成町岡野　内藤家文書
（5） 開成町宮台　草柳家文書
（6） 南足柄市弘西寺　実方家文書
（7） 南足柄市郷土資料館所蔵雨坪村文書
（8） 松田町教育委員会所蔵文書
（9） 小田原市府川　稲子家文書
（10） これら７か村の年貢割付状の分析は，1990年代に編纂事

業をお手伝いした南足柄市史，小田原市史の編集過程で
データ化を進めたものである．また，今回の論文作成に
あたり，神奈川県立公文書館と南足柄市郷土資料館にお
世話になった．改めて感謝の意を表したい．

（11） 村明細帳は，青山孝慈・青山京子編『相模国村明細帳修
正』第 3巻より．ただし，弘西寺村については，反別の
記載がないため，1660（万治３）年の年貢割付状の記述
からとった．1660年は稲葉氏が藩主の時代に総検地が実
施された年である．

（12） 文政年間（1818～ 1830）には年貢量は大幅に回復するが，
天保の飢饉を境として，また不安定になってくる．これ
らについては幕末の天候とともに再考したいと考えてい
る．

（13） 『富士山噴火─宝永の「砂降り」と神奈川─』（神奈川県立
歴史博物館，2006年）収録の降灰範囲図をもとに，『山北
町史』史料編　近世　史料 No. 199，『南足柄市史』３　
資料編　近世（2）　 No. 69などを参考にした．

（14） 富士山噴火後の洪水被害については，下重清「富士山宝
永噴火後における二次災害の分析視角」『小田原地方史研
究』23号（2005年）を参照のこと．また，角谷ひとみ，
井上公夫，小山真人，冨田陽子「富士山宝永噴火（1707）
後の土砂災害」『歴史地理』第 18号（2002年），および
『小田原市史』『南足柄市史』『開成町史』『大井町史』など
の通史編を参考とした．

（15） 下重清「元禄地震の掘り起こし─災害史とローカル・ヒ
ストリー」『小田原地方史研究』第 27号（2014年）

（16） 『開成町史』資料編古代・中世・近世（1）　資料 No. 192-
457頁

（17） １か村のズレがあるが，最終的には 1747（延享４）年に
70か村が返還されているので，これが残りの全村であっ
たとみてよいであろう．なお，この間を「預り地」とな
ったとしてよいのか，明確にそうという文言を使用した
史料がないので疑問が残る．今後の課題としたい．

（18） 永原慶二『富士山宝永大爆発』集英社新書（2002年）．こ
の時期における大岡忠相の地方御用掛としての研究とし
ては，中根賢「町奉行大岡忠相の小田原支配─享保 10～
17年の酒匂川治水を中心に─」『法政大学大学院紀要』
29号（1992年）を参照のこと．なお，近年，北原糸子氏
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が『日本震災史─復旧から復興への歩み─』（ちくま新書，
2016年）を上梓されており，復旧・復興という観点から
参考させていただいた．

（19） 『開成町史』資料編古代・中世・近世（1）　資料 No. 191-
456頁

（20） 斉藤司『田中休隅「民間省要」の基礎的研究』（岩田書店，
2015年）

（21） 畝引検見制と反取法については，注（1）拙稿参照のこと．
（22） 本多利明「西域物語」（1798年序．『日本経済大典』20巻

所収）
（23） 内田清「瀬戸堰と荻窪堰と久野堰─後期小田原藩の土地

改良について─」『小田原地方史研究』第６号（1974年）
（24） 関東では畑方の年貢として，永楽銭（永楽通宝）による

貨幣納が一般的であった．ただし，永楽銭は江戸時代に
は流通貨幣として通用していないので，あくまでも計量
上の単位であった．これを関東畑永法という．詳しくは，
注（1）拙稿を参照のこと．

（25） 雨坪村は 1807（文化４）年の年貢割付状自体が自体が残
っていないが，府川村と同様，上昇率は低かったと思わ
れる．

（26） 土免制は，過去数年の作柄をもとにその年の春に年貢率
を定めて通告する徴租法で，春免とも呼ばれた．その年
貢額を上納することが無理な場合に検見が行なわれた．
近世前期における小田原藩の徴租法については，松尾公
就氏の研究（「近世前期小田原藩の徴租法」『立正史学』
95号，2004年．同著『近世関東の村落支配と農民』大河
書房，2016年．所収）を参照されたい．

（27） 厘取検見については，注（1）拙稿参照のこと．
（28） 明和期（1764～ 72）は，藩士に対する俸禄米がもっと

も落ち込んだ時期であり，その対策であったことも留意
しておく必要があろう．拙稿「小田原藩における俸禄米
問題と行財政の改革」森山恒雄教授退官記念論文集『地
域史研究と歴史教育』（熊本出版文化会刊行，1998年）参
照のこと．

（29） ただし，ここでは上・中・下・下々の田畑だけを取り上
げ，弘西寺村の林下など，本田畑の一部になっている場
合は除外した．

（30） 注（26）拙稿「小田原藩における俸禄米問題と行財政
の改革」．『小田原市史』通史編　近世（1999年）第 9
章 小田原藩の藩政改革（筆者執筆部分）

（31） この点については，最新の古気候学と「免定」（年貢割
付状）から近世の生産力と気候変動の関係を検討された，
鎌谷かおる・佐野雅規・中塚武氏の研究が注目される
（「日本近世における年貢上納と気候変動─近世史研究に
おける古気候データ活用の可能性をさぐる─」『日本史研
究』第 646号，2016年）．


